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１．概要

ピンクリボンフェスティバル運営委員会（日本対がん協会ほか主催者、以下「委員会」と呼ぶ）
以外の個人や企業（ピンクリボンフェスティバル協賛企業でない場合も含む）、さらに患者団体や
啓発団体など含む主体は、以下に定める要件に従い、『ピンクの日』ロゴを使用することができる。

『ピンクの日』ロゴを使用する際には、定期的なブレストチェックを含む

『ブレスト・アウェアネス』を推奨する文言を添えること。

また、正しい情報を広めるために以下のページにリンクを設置することが望ましい。

（例：「毎月19日はピンクの日です。『ブレスト・アウェアネス』を推進しています。」

ブレスト・アウェアネスとは→ https://pinkribbonfestival.jp/breastawareness/ ）

また、SNSでの使用の際には、下記のハッシュタグをつけることとする。

＃広めよう続けよう ＃ピンクの日 ＃ピンクリボンフェスティバル

２．使用目的

「乳がんの早期発見と適切な治療の大切さを伝え患者さんを支える」ピンクリボンのメッセージを
広く普及させる目的、またそのきっかけづくりとして、ブレストチェックの実施と継続を訴求する
目的に限り、使用することができる。
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３．商業用途

商業用途での使用とは、『ピンクの日』をさらに広めるための営利主体による、または商業的
もしくは販促用 商品および／もしくは製品における使用を指し、この場合でも、定められた要件
に従うこと で、委員会への事前申請なく使用することができる。ただし、要件に従っていないと
委員会が判断した際は、使用の取り消しを求めることがある。

また、 『ピンクの日』ロゴの使用を通じて募金を行う場合は、乳がんに対する理解と支援を
広く呼びかけるピンクリボン活動への募金とし、寄付先を日本対がん協会【ほほえみ基金】に設
定することが望ましい。

４．法的責任

委員会は、資金調達目的または商業用途での使用を含め、当該主体の活動について、いかなる
責任も負わない。

５．免責事項

・ある主体による『ピンクの日』ロゴの使用は、委員会が当該主体、その商品もしくはサービ
ス、または計画中の活動に支持を表明していることを示唆しない。

・委員会は、 『ピンクの日』ロゴの使用により生じるいかなる責任も負わないものとする。
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